
 
 

第 １ 章  委 員 会 関 係 

 

 人事委員会は、地方公務員法第７条第１項の規定に基づく条例により設置された中

立的かつ専門的な人事機関であり、３人の委員で構成される合議体の執行機関である。 

 人事委員会の権限は、職員の採用及び昇任に係る競争試験及び選考の実施、給与等

に関する調査・研究及び報告・勧告、勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関

する審査請求についての審査、労働基準監督業務としての職権行使など、人事行政全

般にわたるものである。 

 人事委員会は、人事委員会会議規則に基づき、定例会及び臨時会を開催している。

令和５年度は、定例会を２４回、臨時会を５回開催した。 

                                               

１ 人事委員会の構成及び運営 

 (1) 人事委員会委員 

   委員は、知事が議会の同意を得て選任し、任期は４年である。 
 

職 名 氏  名 在任期間 前職等 

委員長  池 本 誠 司 
令和4.3.31～ 

［委員長在任 令和4.3.31～］ 
(現)弁護士 

委 員  中 込 秀 明  令和4.12.27～ 
(現)富士電子㈱ 

  代表取締役会長 

委 員  関 口 和 代  令和1.12.28～令和5.12.27 (現)東京経済大学経営学部教授 

委 員  鎌 田 晶 子  令和5.12.28～ (現)文教大学人間科学部教授 

 

 (2) 委員会の開催状況 

      委員会の開催状況は、次のとおりである。 

    年月 

区分 

 

５年 
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

 

６年 
１月 ２月 ３月 計 

回 

数 

定例会 ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２ ２４

臨時会       ２  １  １   １ ５

計 ２ ２ ２ ２ ２ ４ ３ ２ ３ ２ ２ ３ ２９

付 

議 

事 

項 

議 決 ４ ２ ４ ３ ３ ２ ２ ５ ４ ５ ８ ２０ ６２

協 議 １ １  ２ ２ ５ ３ １ ４ １ ２ ３ ２５

報 告 ６ ６ ２ ４ ４ １ ２ ５ ５ ２ １ ３ ４１

その他            

計 １１ ９ ６ ９ ９ ８ ７ １１ １３ ８ １１ ２６ １２８
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２ 事務局の組織及び事務分掌 

（令和６年４月１日現在） 

 

(1) 組織図 

                          <総務担当> 

                              主査１*、主事１*、会計年度任用職員１ 

             総務給与課長  副課長      ＊労働委員会事務局の総務担当を併任 

                

 

 

                          <給与制度担当> 

                          主幹１ 主査１、主任２、主事３ 

 

事務局長  副事務局長           

 

 

 

                       <審査相談担当> 

                          主幹１ 主査３*、主事２ 

                               ＊ボイラー等担当主査２名（本務設備課、建築安全課）  

 

 

                       <採用試験担当> 

             任用審査課長   副課長 主幹１ 主査３、主事５、会計年度任用職員１ 

 

 

 

                      <昇任試験担当> 

                          主幹１ 主査１ 

                                                    

(総務給与課長兼務) 

 (任用審査課採用試 

  験担当副課長兼務) 
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 (2) 事務分掌 
 

 《総務給与課》 

  〈総務担当〉 

  １ 人事委員会（以下「委員会」という。）の会議に関すること。 

  ２ 委員会の広聴及び広報に関すること。 

  ３ 事務局の組織、人事、給与及び服務等に関すること。 

  ４ 委員会の委員等の位勲、褒賞及び表彰に関すること。 

  ５ 委員会の予算、決算、会計及び物品の管理に関すること。 

  ６ 委員会の公印の管理に関すること。 

  ７ 委員会の文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。 

  ８ 人事行政の運営の状況及び業務の状況の報告に関すること。 

  ９ その他、他の担当の所掌に属しない事務に関すること。 

 

 

  〈給与制度担当〉 

  １ 職員給与実態調査に関すること。 

  ２ 民間給与実態調査に関すること。 

  ３ 給料表及び給与に関する報告及び勧告その他給与に関すること。 

  ４ 職員の給与に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出に関すること。 

  ５ 給与の支払の監理に関すること。 

  ６ 人事評価に係る給与制度に関すること。 
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 《任用審査課》 

  〈審査相談担当〉 

  １ 勤務時間、休暇その他の勤務条件（他の担当の所掌するものを除く。）に関す 

   ること。 

  ２ 分限、懲戒、服務及び退職管理に関すること。 

  ３ 職員に関する条例の制定又は改廃に関する意見の申出（他の担当の所掌するも 

   のを除く。）に関すること。 

  ４ 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。 

  ５ 不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。 

  ６ 職員からの苦情相談の総括に関すること。 

  ７ 職員団体に関すること。 

  ８ 地方公務員法第５８条第５項の規定に基づく労働基準監督機関の職権の行使に 

   関すること。 

  ９ 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律第 

   ５条第２項の規定に基づく審査に関すること。 

  10 職員の退職手当に関する条例第２１条第１項の規定に基づく調査審議に関する 

   こと。 

 

 

  〈採用試験担当〉 

  １ 人事記録の管理及び人事に関する統計の作成に関すること。 

  ２ 競争試験、選考その他の任用（他の担当の所掌するものを除く。）に関するこ 

   と。 

  ３ 任用候補者名簿（他の担当の所掌するものを除く。）に関すること。 

  ４ 試験制度等の調査研究に関すること。 

  ５ 人物試験委員に関すること。 

 

 

  〈昇任試験担当〉 

  １ 主査級昇任試験及び研修に関すること。 

  ２ 昇任選考等に関すること。 
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３　委員会の議決事項

　令和５年度人事委員会の議決事項は、次のとおりである。

開催期日・回数

　５．４．６ 1 令和４年（不）第２号事案について

（第１回定例会）

　５．４．２０ 1
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第４３条に基づく給与決定に関す
る承認について

（第２回定例会） 2 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について

3 採用候補者の選考について

　５．５．１１ 1 令和４年（不）第２号事案について

（第３回定例会）

　５．５．２３ 1 令和４年（不）第２号事案について

（第４回定例会）

　５．６．８ 1 令和４年（不）第２号事案について

（第５回定例会） 2 人事委員会委員のオンラインによる委員会への出席について

　５．６．２２ 1
令和５年度埼玉県職員採用上級試験・一般行政（ＤＸ）の最終合格者の決定
及び採用候補者名簿の作成について

（第６回定例会） 2 採用候補者の選考について

　５．７．２７ 1 人事行政の運営等の状況に関する報告について

（第８回定例会） 2 採用候補者の選考について

3 令和４年（不）第２号事案について

　５．８．２４ 1
令和５年度埼玉県職員採用上級試験等の最終合格者の決定及び採用候補者名
簿の作成について

（第10回定例会） 2 昇任候補者の選考について

3 労働基準監督機関の職権行使について

　５．９．１ 1
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第４３条に基づく給与決定に関す
る承認について

（第11回定例会）

　５．９．１４ 1 公文書部分開示決定に対する審査請求について

（第12回（第１回臨時会））

　５．１０．１２ 1 令和４年（不）第２号事案について

（第16回（第３回臨時会））

　５．１０．１９ 1 職員の給与等に関する報告（意見）及び勧告について

（第17回定例会）

　５．１１．２ 1 新規の審査請求について

（第18回定例会） 2 令和４年（不）第２号事案について

議　　決　　事　　項
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開催期日・回数 議　　決　　事　　項

　５．１１．１６ 1 退職手当の返納命令処分に係る諮問について

（第19回定例会） 2
令和５年度埼玉県職員採用初級試験等の最終合格者の決定及び採用候補者名
簿の作成について

3
令和５年度埼玉県経験者職員採用試験の最終合格者の決定及び採用候補者名
簿の作成について

　５．１２．１４ 1 令和５年（不）第１号事案について

（第21回（第４回臨時会））

　５．１２．２１ 1 令和４年（不）第２号事案について

（第22回定例会） 2 職員団体の登録の取消しについて

3 選考を受けることができる者の資格要件を定めることについて

　６．１．１５ 1 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

（第23回定例会） 2 労働基準監督機関の職権行使について

3
令和６年度埼玉県警察官（巡査）採用試験事務の警察本部長への委任につい
て

　６．１．２３ 1
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承認
事項の除外について

（第24回定例会） 2 令和５年（不）第１号事案について

　６．２．５ 1 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

（第25回定例会） 2 令和６年度埼玉県職員採用試験の実施について

3 令和６年度埼玉県警察官（巡査）採用試験実施計画の承認について

　６．２．２２ 1 職員団体の登録の取消しについて

（第26回定例会） 2 新規の審査請求について

3 埼玉県議会からの意見照会について

4 昇任候補者の選考について

5 採用候補者の選考について

　６．３．７ 1 労働基準監督機関の職権行使について

（第27回定例会） 2 令和５年（不）第１号事案について

3 退職手当の支給制限処分に係る諮問について

4 採用候補者の選考について

　６．３．１４ 1 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則について

（第28回（第５回臨時会）） 2
職務に専念する義務の特例に関する規則第２条第１３号の規定に基づく承認
事項の除外について

3 任期付職員の採用について

-6-



開催期日・回数 議　　決　　事　　項

　６．３．２１ 1 昇任候補者の選考について

（第29回定例会） 2 採用候補者の選考について

3 転任の承認について

4 人事異動等に伴う給与決定に関する承認について

5 給与制度に係る人事委員会規則の改正について

6 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則等について

7 令和５年（不）第１号事案について

8 任期付職員の採用について

9 任期付職員の採用について

10 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則について

11 職員の任用に関する規則の一部を改正する規則について

12
経験者職員採用試験の試験職種「福祉」に係る試験種目及び受験資格の決定
について

13 埼玉県人事委員会事務決裁規程の一部を改正する訓令について
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４　条例案に対する意見

意見提出日 議案番号 件名 条例の概要 意見

令和5年12月
定例会

第143号議案

職員の給与に関する条例等
の一部を改正する条例

令和5年１0月19日付けの埼玉県
人事委員会の職員の給与につい
ての勧告及び報告を踏まえ、職
員の給与の改定等をするもので
ある。

令和5年12月
定例会

第146号議案

学校職員の給与に関する条
例及び会計年度任用学校職
員の報酬等に関する条例の
一部を改正する条例

令和5年１0月19日付けの埼玉県
人事委員会の職員の給与につい
ての勧告及び報告を踏まえ、学
校職員の給与の改定等をするも
のである。

R6.2.22
令和6年2月

定例会
第27号議案

職員の定年等に関する条例
の一部を改正する条例

人事管理上の必要性に鑑み、管
理監督職勤務上限年齢制の対象
となる管理監督職から、警察職
員が殉職等により昇任する場合
に臨時的に置かれる職を除外す
るものである。

適当であると認め
る。

　地方公務員法第５条第２項の規定に基づき、職員に適用される基準の実施その他職員に関する事項を定める
条例案に対し、次のとおり意見を提出した。

R5.12.8
いずれも適当である
と認める。
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５　人事委員会規則の制定・改廃状況

規則番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

１－７７
R６．３．２９

（R6.5.27施行）

埼玉県人事委員会の保有する個人
情報の保護等に関する規則の一部
を改正する規則

情報通信技術の活用による行政手続等に係る
関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素
化及び効率化を図るための行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する法律等の一
部改正により、住民基本台帳法の一部が改正
されることとなり、同法条文を引用する本規
則について所要の改正を行う。

６－９８
R５．４．２５

（R5.4.25施行）
職員の任用に関する規則の一部を
改正する規則

職員採用上級試験及び経験者職員採用試験の
試験職種に「一般行政（ＤＸ）」を追加する
こと及び経験者職員採用試験の一般行政（Ｄ
Ｘを含む）以外の職において教養試験を廃止
することに伴う別表第二の改正を行う。

６－９９
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

職員の任用に関する規則の一部を
改正する規則

（１）採用試験の告示、周知及び合格者の発
表についての改正を行う。

（２）臨時的任用職員の任用及び期間の更新
についての改正を行う。

（３）令和６年度からの試験制度見直しに伴
う試験種目の整理と、専門試験について出題
分野の変更に伴う改正を行う。

（４）経験者職員採用試験において試験職種
に「福祉」を追加することに伴う改正を行
う。

７－１０８３
R５．５．２

（R5.5.8施行）

東日本大震災及び東日本大震災以
外の原子力災害等に対処する業務
に係る特殊勤務手当の特例に関す
る規則の一部を改正する規則

新型コロナウイルス感染症の感染症法上にお
ける位置づけが５類感染症に移行することに
伴い、特殊勤務手当（防疫業務手当）の特例
に関する規定の改正を行う。

７－１０８４

R５．１２．２６
（R5.12.26施行
・R5.4.1適用）

初任給調整手当に関する規則の一
部を改正する規則

医療職給料表（一）の引上げ改定に伴い、初
任給調整手当の支給月額を引き上げる改正を
行う。

７－１０８５

R５．１２．２６
（R5.12.26施行）

（一部R6.4.1施行）

期末手当及び勤勉手当に関する規
則の一部を改正する規則

勤勉手当の支給月数の引上げに伴う改正を行
う。

７－１０８６

R５．１２．２６
（R5.12.26施行
・R5.4.1適用）

初任給、昇格、昇給等の基準に関
する規則の一部を改正する規則

給料表水準の引上げ改定に伴い、昇格時及び
降格時の号給対応に変更が生じるため、昇格
時号給対応表及び降格時号給対応表の改正を
行う。

７－１０８７

R６．３．２６
（R6.3.26施行
・R6.1.1適用）

職員の特殊勤務手当に関する規則
の一部を改正する規則

令和６年能登半島地震の被災地域に派遣され
た職員が行う避難所運営支援等の災害応急作
業について、人事委員会が認める作業とし
て、新たに支給対象とするため改正を行う。

　人事委員会が制定した人事委員会規則は、次のとおりである。
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規則番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

７－１０８８
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

管理職手当に関する規則の一部を
改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０８９
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

給料表の適用範囲に関する規則の
一部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０９０
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

宿日直手当に関する規則の一部を
改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０９１
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

初任給、昇格、昇給等の基準に関
する規則の一部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０９２
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

給料の調整額に関する規則の一部
を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

７－１０９３
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

職員の特殊勤務手当に関する規則
の一部を改正する規則

組織改正等に伴い、所要の改正を行う。

１２－１４３
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

管理職員等の範囲を定める規則の
一部を改正する規則

組織改正に伴う職の新設及び廃止に対応する
ため、所要の改正を行う。

１２－１４４
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

埼玉県浦和競馬組合の管理職員等
の範囲を定める規則の一部を改正
する規則

組織改正に伴う職の新設及び廃止に対応する
ため、所要の改正を行う。

１３－６２
R６．３．２２
（R6.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇等に関する
規則の一部を改正する規則

各任命権者からの要望を踏まえ、子育て休暇
における取得事由に学校等が臨時休業となっ
た場合を加える改正を行う。

１７－４０
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

公益的法人等への職員の派遣等に
関する規則の一部を改正する規則

別表第二の団体に「地方税共同機構」を追加
する改正を行う。
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６　通知の制定・改廃状況

文書番号
公布年月日

(施行・適用年月日）
件名 概要

人委第590号
R５．１２．２６
（R5.12.26施行
R5.4.1適用）

「給料の調整額に関する規則
の調整基本額について」の廃
止について

職員の給与に関する条例の給料表の改正に伴
い、調整基本額が上限額（給料月額の4.5％）
を超える号給がなくなるため、本通知を廃止
する。

人委第757号
R６．３．２６
（R6.4.1施行）

職員の勤務時間、休暇等に関
する規則の運用について
（平成７年３月２４日付け人
委第９５０号について）

職員の勤務時間、休暇等に関する規則（人事
委員会規則第13-18）第７条の３第２項第５号
の委員会が認める法人について、公立大学法
人埼玉県立大学及び地方独立行政法人埼玉県
立病院機構を含む改正を行う。

人委第759号
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

「職員の任用に関する規則の
運用について」及び「職員の
任用に関する規則様式集」の
一部改正について

職員の任用に関する規則の一部改正に伴う、
臨時的任用又は臨時的任用の期間の更新を
行った場合の報告に関する規定等の整備に係
る改正

人委第772-1号
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

「管理職手当に関する規則の
運用について」の一部改正に
ついて

組織改正等に伴う改正を行う。

人委第772-2号
R６．３．２９
（R6.4.1施行）

「通勤手当の運用について」
の一部改正について

県において、アナログ規制を見直すこととさ
れたことを踏まえ、通勤手当の事後の確認に
ついて、デジタル技術を用いて調査する方法
を含むものとする改正を行う。
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